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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

議案第９９号 

 

社会福祉法人に関する事務の委託の廃止について 

福祉総務課 

兵庫県への社会福祉法人に関する事務の委託を廃止することを協議

するため、地方自治法第２５２条の１４第３項において準用する第２

５２条の２の２第３項本文の規定により、議会の議決を求めるもの。 

【趣  旨】  

平成２４年１２月議会において社会福祉法人に関する（定款認可、指導監査等の）

事務の（県への）委託に関する規約内容の承認を得て、平成２５年４月１日に規約を

施行したが、地域主権改革の方向性から兵庫県より平成２５年度末又は２６年度末で

の事務委託の廃止を求められたため、２６年度末をもって廃止するもの。 

 

【根拠法令】  

地方自治法第２５２条の１４第２項（委託した事務の変更又は廃止） 

地方自治法第２５２条の１４第３項（委託を廃止する議会の議決） 

 

【内  容】  

社会福祉法人に関する事務の委託の廃止 

 

【施行期日】  

平成２７年４月１日 

 

 

 

 


